
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

湖東３町商工会（法人番号４４１０００５００１３９４ ） 

五城目町   （地方公共団体コード ０５３６１９） 

八郎潟町   （地方公共団体コード ０５３６３５） 

井川町    （地方公共団体コード ０５３６６０） 

実施期間 令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１）ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに合わせた経営課題解決のための個社支援の実  

施 

（２）事業者の活路を見出す地域外販路拡大支援の実施 

（３）事務所統合と受託業務・地域振興事業の見直しによる支 

  援体制の強化 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３－１．地域の経済動向調査に関すること 

景気動向やﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ、将来像についての経営実態調査の実施及び

外部調査を活用した地域の現状分析と公表等 

３－２．需要動向調査に関すること 

域外での販路開拓に資する需要動向調査等 

４．経営状況の分析に関すること 

  経営実態調査により明らかとなるﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ及び将来像に応じ、ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ化し、意欲のある事業者に対して課題等を把握するため、財務

分析、非財務分析を実施 

５．事業計画策定支援に関すること 

経営状況の分析結果を踏まえ、課題別のｾﾐﾅｰの開催や経営指導員

による巡回訪問により掘り起こしを行い、事業計画の策定を支援 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画を策定した全ての事業者に対し、経営課題、取組内容、

計画のズレに応じ、進捗管理及び、実効性ある計画実施のため軌道

修正を含め定期的な巡回訪問を実施 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  需要動向調査の分析結果に基づいた新商品開発、既存商品のﾌﾞﾗ

ｯｼｭｱｯﾌﾟ等販路拡大に繋がるｾﾐﾅｰの実施、出展支援等 

連絡先 

 湖東３町商工会 

 〒018-1725 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目 1-3-1 

 TEL:018-852-3460 FAX:018-852-3495 

 E-mail: kotou3@skr-akita.or.jp 

 五城目町 商工振興課 

 〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目 1-1-1 

 TEL:018-852-5222 FAX:018-852-5369 

 E-mail:syoko@town.gojome.lg.jp  

八郎潟町 産業課 

 〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道 80 

 TEL:018-875-5803  FAX:018-875-5950 

 E-mail: sangyou＠town.hachirogata.lg.jp 

井川町 産業課 

 〒018-1692 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口 78-1 

 TEL: 018-874-4418  FAX:018-874-2600   

 E-mail: sangyou＠town.akita-ikawa.lg.jp 
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 井川町：総面積４７．９５㎢（総面積の６３％が森林・原野となっており、田、その他（河川・道路・

沼など）、宅地に続いている。） 

 町のシンボルである２００種２，０００本を集めた桜の里「日本国花苑」は、観光面では高い集客力

を持っている。また、パークアンドライド方式を採用した「JR井川さくら駅」は町内外からの利用率が

高い。既存企業の振興と誘致企業等による雇用の安定を目指している。 

 ３町合わせると、２７９．８９㎢となっており、県内１２番目に大きな面積を保有する町となり、森

林・原野の占める割合が７４％からなる緑の豊かな伝統産業の息づく地域となっている。 

※出典資料：国土利用計画管理運営資料（建設政策課）（平成２４年１０月１日現在） 

 

【人口】 

当地区の人口推移 

地区別 世帯数 人口 生産 年齢人口 世帯数 人口 生産 年齢人口 世帯数 人口 生産 年齢人口 世帯数 人口 生産 年齢人口 世帯数 人口 生産 年齢人口

五城目町 4,137 11,678 6,629 4,135 10,516 5,723 4,191 9,463 4,752 3,987 8,408 3,906 △ 150 △ 3,270 △ 2,723

八郎潟町 2,469 7,093 4,271 2,513 6,623 3,879 2,484 6,080 3,222 2,461 5,542 2,662 △ 8 △ 1,551 △ 1,609

井川町 1,766 5,847 3,409 1,785 5,493 3,127 1,755 4,986 2,649 1,741 4,542 2,229 △ 25 △ 1,305 △ 1,180

計 8,372 24,618 14,309 8,433 22,632 12,729 8,430 20,529 10,623 8,189 18,492 8,797 △ 183 △ 6,126 △ 5,512

H17 H22 H27 R２ 増減（H17対比）

 
※出典：人口、生産年齢人口「国勢調査」「国立社会保障・人口問題研究所」 

    令和２年は、「国立社会保障・人口問題研究所」のデータに基づく推計値 

世帯数「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

※生産年齢：１５歳以上６５歳未満 

 

当地区の人口は、令和２年の推計値によると、８，１８９世帯、人口１８，４９２人であり、平成 

１７年と比較して、１８３世帯、６，１２６人の減少となっており、３町の人口の約４分の１がこの 

１５年間で減少している状況である。また、人口減少に比較して、世帯数は微減であるが、昨今の核家

族化に加え、ひとり親世帯、独居老人等が増加し、世帯人数の減少が進んでいる。他方、生産年齢人口

は特に大きな減少となっており、少子高齢化が急速に進んでいる。 

 

【交通】 

 道路：高速自動車道は五城目八郎潟 IC を有している。また、一般国道の７号線は、五城目町と八郎

潟町を分けるように、２８５号線は、井川町と五城目町のそれぞれの町の中央を通過している。なお、

県都秋田市から中心の五城目町までは、３０㎞で５０分程度の所要となっている。 

 鉄道：JR東日本奥羽本線井川さくら駅と JR 八郎潟駅の 2つの駅があり、JR 秋田駅から数えて、6つ

目、7 つ目の駅で、３５分程の所要となっている。また、五城目町は、鉄道の通っていない町で、鉄道

を利用する際の最寄りは、JR八郎潟駅となっている。 

   

 【産業】 

 ３町とも、第一次産業、特に農業を町の基幹産業として位置づけ、町の産業活力を高めるために、稲

作中心の農業を展開、地域経済の発展に大きく寄与してきたところである。しかしながら、五城目町の

「総合発展計画」によると、「高齢化する農業従事者とその後継者確保が急務であり、今後は生産基盤

である農地の汎用性と大区画化による作業効率の向上対策、集積による規模拡大営農が求められてい

る。ほ場の整備とともに、集団営農の組織化や法人化を推進し、農業生産基盤を安定させることが重要

である」と記されており、基幹産業である農業も変革が求められている。 

本会においても、農業者の法人化に加え、法人化された事業者に対して、労働保険や記帳等の基礎的

知識付与の他、農商工連携や６次産業化の補助金活用を促すなど、地域の地域資源と捉えて支援を行っ

ている。 
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②課題 

 

当地区の商工業者数並びに小規模事業者の推移 
業種

商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数

製造業 130 101 117 93 102 82 86 67 △ 44 △ 34

建設業 255 251 224 220 195 192 169 164 △ 86 △ 87

商業 404 377 373 348 298 270 235 208 △ 169 △ 169

サービス業 199 188 195 183 196 192 190 176 △ 9 △ 12

その他 11 9 12 12 25 21 31 26 20 17

計 999 926 921 856 816 757 711 641 △ 288 △ 285

H１７ H２２ H２７ R１ 減少数（H17対比）

 
※出典：本会商工業者台帳 

 

 当地区の商工業者数は、人口の減少に伴って、令和元年度末時点で７１１事業者（うち小規模事業者

数は６４１事業所）であり、平成１７年度末と比較して、２８８事業所、率にして２８．８％減少して

いる。なお、商工業者数と小規模事業者数の減少数がほぼ同数で推移しており、小規模事業者数の減少

が商工業者数の減少に至っていると考えられる。 

また、４１．８％と減少幅の大きい商業は、後継者不足による廃業や大型店の出店により、大型店へ

の客足が流れたことによる採算割れなど、多方面にわたる要因で、廃業に至っていると考えられる。 

  

当地区の大型店の出店状況 

店舗形態 店舗数 地区 

大型店  ２施設 五城目町１ 井川町１ 

商業集積施設 １箇所２４施設 潟上市＝井川町に隣接 

コンビニエンスストア  ８施設 五城目町４・八郎潟町３・井川町１ 

大規模薬局  ２施設 五城目町１ 井川町１ 

大規模衣料品店 １施設 井川町１ 

ホームセンター 1 施設 八郎潟町１ 

合計 ３８施設  

※出典：本会商工業者台帳等 

 

また、製造業・建設業については、２業種併せて３５．８％を占める業種であるが、同様に減少傾向

にある。当地区の特に五城目町は８４％の森林を占める資源を背景に、木材等を原料に職人の町として

地場・伝統産業の盛んな町であったが、商業と比較して大型店等の影響は受けにくいものの、生活様式

の変化による需要の縮小や、事業者自身の変化への対応や伝統産業を引き継ぐものの不足により減少の

一途を辿っている。しかしながら、少数ではあるが、職人の町として当地区を選択し、工房を構える事

業者もあり、明るい兆しも見えている。 

平成２８年１１月、小規模事業者７６０件（回答２２２件２９．２％）を対象に本会で実施した「経

営実態調査」にて、次のような結果が得られた。 

 事業の将来像について、「現状維持」としたのが５１．８％で過半数以上となり、以下「廃業したい」

１６．７％、「業務拡大したい」１２．６％、「事業拡大したい」９．９％となった。「事業拡大した

い」と「業務拡大したい」を合算した拡大傾向は２２．５％、「縮小したい」および「廃業したい」を

合算した縮小傾向は２２．１％と、ともに２割台となっている。その他では、「今一度見つめ直す」と

の回答があった。 

 また、内部環境における課題（複数回答）については、「売上・利益の減少」が５９．０％で最多、
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以下「販売先の減少」３３．８％、「市場の変化」２６．６％、人材育成２５．２％となった。その他

では、「自身の高齢」「後継者がいない」等、先のことに対する不安についての回答があった。加えて、

後継者の有無については、「いない」が５７．２％で過半数を占めた。 

 以上の結果から、販路の縮小、雇用における人材不足、事業承継など、多くの小規模事業者が課題を

抱え、事業活動を行っていることがうかがえた。 

また、業種別の課題としては、次のものが挙げられる。（複数回答） 

【建 設 業】「人材育成」が「売上・利益の減少」に続いている。人材不足が人材育成に直結している 

 と考えられる。 

【製 造 業】「生産性の向上・業務の効率化」が「売上・利益の減少」に続いている。加えて、「人材

育成」「人材採用」となっている。 

【小 売 業】「売上・利益の減少」となっている。また、将来像として「縮小・廃業したい」が全体の 

３４．５％となっている。 

【飲 食 店】「売上・利益の減少」続き、「市場の変化」と大きな課題となっている。 

【サービス業】「売上・利益の減少」に続き、「販売先の減少」となっている。 

以上が、業種別の課題となっており、内部環境については、人材不足や売上の減少など、いずれも、

人口減少に起因していることが大きいが、当地区の人口について、国立社会保障・人口問題研究所では、

令和２２年までに、７，４００人が減少すると想定しているため、この傾向については、今後も好転の

兆しがなく、厳しい経営環境が続くものと考えられる。 

そこで本会では、小規模事業者と当地区の現状から、本会における当地区小規模事業者への支援課題

を以下の通りとした。 

１ 少子高齢化による市場規模の縮小及び生産年齢人口の減少、廃業による商工業者数の減少 

２ 地場・伝統産業等に対する販路拡大のためのＩＣＴ活用の遅れとネットワーク不足 

３ 事業承継の遅れによる経営者の高齢化 

小規模事業者は当地区においても、町を支える大きな礎であることは当然であるため、徹底的に廃業

のリスクを回避しながら、課題を解決し、事業者としてさらなる成長を遂げるよう支援していく必要が

ある。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①今後１０年程度の期間を見据えて 

本会は平成１７年４月に行政に先駆け合併し、３行政区に１商工会として存立する特殊な形態の中、

合併のスケールメリットを最大限、商工業支援に活かせるよう努めてきた。 

 一方、３町の人口は高齢化の上昇、出生率の低下が著しく、減少の一途である。それに伴い、商工業

者数・小規模事業者数も減少に拍車がかかっている状況であることは上述のとおりである。また、小売

業においては、近年急速に増加した大型店・商業集積施設、コンビニエンスストアへの購買流出に加え、

少子高齢化、若年者の域外流出によるマーケットの縮小を背景に厳しい状況が続いており、新たな支援

の展開が急務となっている。 

 こうした現状を踏まえ、本会では、②に記載する各町の総合計画と連動及び整合性をとりながら、戦

略的経営の実現により、地域経済の持続的発展を図るため小規模事業者支援の強化に取り組む。 

 

②五城目町、八郎潟町、井川町の総合計画との連動性・整合性 

五城目町（五城目町総合発展計画（平成２４年度～令和３年度）から引用） 

【商 工 業】 

地域の活性化と賑わいづくりを推進するため、「五城目朝市」をはじめ、町の特性を活かした販路の

拡大により時代変化に即した地元企業・商店による商業の振興を図る。 

また、商工会や商業団体等と連携を強化しながら、新たな雇用の創出や経営基盤の強化や設備投資、

購買促進イベントなど、町の賑わい・活気を生む商業の取り組みを支援する。 

【雇用対策・新たな産業の育成】 

新たな企業立地に向けて積極的に取り組み、雇用創出とともに、新規企業と地域産業との相乗効果に
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よる地域の活性化を目指す。 

また、農産物や町の特産品ＰＲや地産地消、販路拡大に努め、農業と商工業、観光関連産業との連携

による 6次産業の振興や、地元企業や職人の技術を活かした新たな産業の育成を目指す。 

 

八郎潟町（第 6次八郎潟町総合計画（平成２８年度～令和７年度）から引用） 

【商 工 業】 

商工業において、商店街の魅力を向上させることは、新たな消費の喚起と賑わいにつながるほか、経

済の活性化にもつながる。 

安全で便利に買い物ができる環境づくりのため、空き店舗や空き地を積極的に活用できる仕組みづく

りを進めるとともに、商工会などと連携を図り、既存企業の規模拡大や起業者に対する対策を推進する。 

【観 光】 

観光客を町に呼び込み、交流人口の拡大を図ることは、新たな消費と経済効果の拡大につながる。 

町の秋田県指定無形民俗文化財の「一日市盆踊り」、「願人踊」をはじめ、自然・文化・歴史などの

地域資源を活用し、観光が町の主要産業の一つとなるよう、各種団体との連携を図りながら、観光協会

等のホームページ等を活用した情報発信の強化を図る。 

【雇 用】 

若年層やＡターン希望者が積極的に起業または後継者として、就労できる取り組みを進め、雇用の拡

大を図る。また、次代を担う子どもを対象に、将来にわたって町の産業発展につながるよう、商工業に

おける体験学習等の取り組みを推進する。 

 

井川町（第四次井川町総合振興計画（平成２３年度～令和２年度）から引用） 

【商工業の振興と雇用創出】 

商業団体等の指導体制強化と経営者意識の高揚に努める。 

また、企業活動の活性化と雇用創出のため企業誘致を積極的に行うとともに、新たな起業者の取り組

みを支援する。 

【観光振興】 

日本国花苑の整備拡充を図るとともに、特産品開発や人材育成、商工団体への支援、県内外へＰＲ活

動等を通して観光振興に努める。 

 

③商工会としての役割 

【商 工 業】 

当地区の小規模事業者の「経営実態調査」により意識調査を行い、「経営分析」「需要動向調査」「計 

画策定」により意識改革を促し、経営者意識の高揚を図ることにより、個々の小規模事業者が経営の発

達を遂げることで、地域の活性化や賑わい創出、雇用創出、ひいては、地域経済の活性化につなげる。

併せて、法人化した農業者に対しても、地域の事業者として同様の支援を行う他、農商工連携や６次産

業化につなげる。 

【観 光】 

当地区の２つの商店街の連携及び、商店街の活性化と観光を連携させたイベントの開催を行うことに 

より、地域の賑わいや交流人口の拡大、観光振興につなげる。 

【起業・創業】 

起業・創業については、空き店舗や空き地の情報提供の他、積極的な補助金等の活用に向けた実効性

のある計画策定支援を行う。 

 以上、地域唯一の総合経済団体として、小規模事業者の持続的発展の支援を強化する一方、当地区の

地域課題についても行政や各機関と連携し、地域の特徴を生かした地域資源のブランド化、地域で息づ

く技術の掘り起こしや各種販路拡大に積極的に取り組むことで地域経済の底上げを図り、小規模事業者

と地域から益々頼られる商工会を目指す。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

 ①ライフステージに合わせた経営課題解決のための個社支援の実施 

 ②事業者の活路を見出す地域外販路拡大支援の充実 

 ③事務所統合と受託業務・地域振興事業の見直しによる支援体制の強化 
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 （イ）ビジネスマッチ東北（１１月：宮城県仙台市） 

  「ビジネスマッチ東北」は、東北地域におけるビジネスマッチングの創出を目的に平成１８年から 

開催。例年１１月に宮城県仙台市を会場に開催され、東北地域のバイヤー約４０社を含め、約３，５ 

００人が来場する。出展企業は例年３００社を超え、過去の実績からも出展者の満足度は高く、高い 

出展効果が見込まれる商談会と言える。令和３年からはオンライン商談への出展も可能となってい 

る。  

当商談会へは本会からは毎年２社程度の出展支援を行う。 

  

（ウ）グルメ＆ダイニングスタイルショー（９月または２月：東京都江東区） 

  「グルメ＆ダイニングスタイルショー」は、東京ビックサイトを会場に年２回開催される大手小売

業・サービス業をはじめ、中小事業者も含めた BtoB の商談を重視した見本市。全国から約３００社

の出展があり、バイヤー等来場者は毎年２０，０００人を超える。当商談会へは本会として、平成２

８年度から継続的に出展しており、前年度は１０社が出展し、平均で４～５件の成約に繋がっている。 

当商談会へは本会からは毎年１社程度の出展支援を行う。 

 

②オンラインショップ等を活用した販路開拓・売上向上支援【ＢtoＣ】 

事業計画を策定した事業者のうち、域外に販路開拓を目指す事業者の積極的なＩＣＴ導入に対する支

援と併せて商品展開力・販売力の向上等を図ることを目的とした全国商工会連合会公式のサイト「ニッ

ポンセレクト」や、Goope（グーペ）※、ＥＣサイト等を活用する。加えて、県連合会と連携し専門家

派遣による自社ホームページ作成支援やネット通販、企業ＰＲなど需要開拓に必要なＷＥＢマーケティ

ング支援（ＷＥＢ商談含む）を行い、全国への販売促進を支援すると共に、県内外の物産展、イベント

への出展により、町内外への情報発信を強化することで受注増加を支援する。 

また、ＳＮＳ活用等の「販路拡大セミナー」の開催や「ＷＥＢ商談会」への出展など小規模事業者の

販路拡大を支援する。 

 

※Goope（グーペ）：商工会会員向けの無料ホームページ作成システム。デザイン性も高く、ＳＮＳ

との連携も可能で、専門的知識がなくても容易にホームページ作成が可能。 

 

▼想定する県内外の物産展、イベント出展 

 （ア）ニッポン全国物産展（１１月：東京都豊島区） 

  「ニッポン全国物産展」は全国展開支援事業及び関連プロジェクトで開発された商品等の地域の特 

色を活かした産品を自社で製造・開発、または販売している中小・小規模事業者が日本全国から出展 

している。おやつランキング、おらが自慢のご当地フードコート、ニッポン全国鍋祭り等のイベント

企画も充実しており、約１５万人規模の集客がある。当地区事業所では過去におやつランキングへの

出展実績があり、全国３位を受賞するなど、その後の販路拡大に大きな成果を上げている。  

本会からは毎年１社～２社程度の出展支援を行う 

  

 （イ）これが秋田だ！食と芸能大祭典（５月：秋田県秋田市） 

  「これが秋田だ！食と芸能大祭典」は秋田の豊かな食文化と伝統芸能を融合させた春のイベントと

して平成２８年から秋田市で実施されている。３日間で約１５万人の集客がある。特に飲食ブース（屋

台）への出店は、売上のみならず自社商品のＰＲの機会として効果が期待できる。 

本会からは毎年１社～２社程度の出展支援を行う 

▼商談会事前研修、販路拡大セミナーの開催 

 【募集方法】チラシの配布、ホームページ掲載、３町行政広報への掲載、巡回訪問による情報発信 

 【回  数】年５回程度 

 【カリキュラム】  

①商談会（ＷＥＢ商談含む）に参加するノウハウ等を習得し、自社商品に合ったカテゴリーのバイヤ 

ー向け販路開拓、商品力アップ、販売・流通チャネルの選定、価格設定等、効果的な営業手法を学ぶ 
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験の浅い職員に対しては先輩職員によるＯＪＴを中心とした育成を行い、組織全体としての支援スキル

の底上げを図る。 

 

 ②組織内の情報共有等に関すること 

計画的なＯＪＴを実施し、上述した経験・知識・情報・成功体験を従来の経営指導に関するデータと

して、月 1回の職員会議でプレゼンし共有することで、プレゼン能力の向上と、資質向上ひいては個々

の事業者に対する支援の充実を図る。加えて、支援レベル向上につながる「商工会寺子屋塾※」を継続

実施する。個々の事業者の支援記録は指導カルテとして整理し、組織内にてデータを蓄積・管理・共有

するほか、円滑な引継ぎに努める。また、組織内でデータの共有化を図ることで、職員各々の強み、得

意分野を生かしたチーム支援による実効支援へつなげていく。  

 

※商工会寺子屋塾：事業者への巡回指導、窓口相談においての意見・要望を聞き取りした結果、様々

な経営に関するテーマについて「気軽に」受講できるセミナーの斡旋や開催についての要望があったた

め、本会職員が得意分野を活かして講師となることにより、事業者の経営力強化、経営指導員等の能力

向上による支援充実を目的として、平成２７年度から実施している小規模事業者向け少人数講習会 

 

③事務所統合による支援体制の充実 

 職員の資質向上による個社支援の強化や、本会を取り巻く環境の変化に対応するため、業務改善の取

組として、各種団体の受託業務や地域イベントなど業務の見直しによる選択と集中を図る。加えて、令

和５年度を目標に事務所の統合を実施し、業務の効率化及び複数化、職員の資質向上や短期間での業務

の入れ替による多能工化など支援体制の充実を図る。 

 

１０．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

 本会を含め、行政や金融機関等の関係機関が各々の体制、方針で小規模事業者等に対する支援を行っ

ているが、支援ノウハウの共有化や連携が十分図られていないのが現状であるため、各支援機関が役割

を認識したうえで情報共有、連携強化による支援体制の構築を図る必要である。 

 

（２）事業内容 

①支援ノウハウの共有とストック・シェア 

本会及び同ブロック商工会の経営指導員による会議を毎年１回実施し、支援の現状や課題解決などの

事例を基に情報交換を行うほか、日本政策金融公庫秋田支店・秋田信用保証協会を交え金融支援スキル

などについて年２回協議し、小規模事業者の資金繰り円滑化支援等に活用する。 

また、年に１回、県商工会職員協議会が主催する「経営支援事例発表」へ職員が参加することにより、

利益創出や市場拡大についてノウハウを共有し支援に活かす。 

 

②県内商工会等との連携、情報共有及び情報提供 

小規模事業者個々の課題解決策について、県内商工会と販路拡大事業や持続化補助金の効果的支援事

例について年に１回ないし２回程度の情報交換を行う。 

 

③あきた企業活性化センター（事業承継センター・よろず支援拠点含）との連携・情報交換 

事業承継問題の支援や、取引契約に関する事項をはじめとして、小規模事業者の事業継続や販路拡大

等に関する課題解決に資する施策や専門家派遣等の情報蓄積を行う。常に求める情報や人材の提供体制

を構築し、小規模事業者の経営課題の多様化に適切に対応する。 

 

④地区内金融機関との連携、情報共有及び情報提供 

地区内金融機関（秋田銀行五城目支店、北都銀行五城目支店・八郎潟支店、秋田信用金庫五城目支店・

八郎潟支店）と資金繰りの支援に加え、商談会等、小規模事業者の事業継続や販路拡大等に関する課題
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解決に資するための連携を行い、互いに情報を提供し合える体制を構築し、小規模事業者の事業継続・

持続的発展に資する。 

 

 

１１．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題 

当地区の課題解決は、人口減少、小規模事業者数減少等に歯止めをかける地域経済の活性化である。

これまで、本会では地域経済の活性化に資する取組として、「だまこの郷づくり事業」「湖東３町匠集

団事業」に係る新しい事業展開を目指す事業者等を中心に、「地場産品（だまこ等）」「地場産業（職

人の町）」のブランド化、ＰＲを図ってきたが、個社の販路拡大支援に留まり、地域全体への波及等地

域活性化支援に繋がっていないのが現状である。 

 本事業における地域経済の活性化に資する取組として、地場産品の需要拡大、地場産業の認知度向上

や観光客をはじめとする交流人口の増加による経済効果を地区内小規模事業者に波及させるためには、

１商工会に３行政というスケールメリットを生かし、それぞれの地区の特色を生かした一体的な取組が

必要である。         

 

（２）事業内容 

①「ふるさと納税」を活用した行政との連携による地場産品・地場産業のブランド力向上 

 これまで本会は「だまこの郷づくり事業」をはじめとする地場産品・地場産業のブランド力向上のた

めの事業を行い、行政をはじめとする関係機関から事業自体の評価はされているが、個社の商品力の向

上、販路拡大に繋がっていないことから、「湖東３町」の地場産品・地場産業としてのブランド力、付

加価値を高めるため、３町各々のふるさと納税を活用し、３行政との連携による一体的な取組により販

路拡大を図っていく。   

 

 ▼「ふるさと納税推進会議」との連携による３町商品情報の共有、地場産品取扱事業者（返礼品登録

事業者）の創出、ふるさと納税による地場産品の情報発信、ブランド化の推進 （年３回程度） 

  

 ▼「ふるさと納税活用セミナー」の開催 

  【募集方法】チラシの配布、ホームページ掲載、３町行政広報への掲載、巡回訪問による情報発信 

  【回  数】年１回 

  【カリキュラム】ふるさと納税制度の仕組みから「選ばれる返礼品」なるためのポイント、成功事例な 

どから、ふるさと納税を活用した販路拡大について学ぶ機会とする 

  【参加者数】１セミナーあたり１０名程度 

 

②中心商店街のにぎわい創出による交流人口増加対策、小規模事業者支援 

 五城目町は、平成２６年に五城目朝市商店街に「朝市ふれあい館」、また、八郎潟町は平成２９年に

八郎潟一日市商店街に「Hachi LAB（はちらぼ）」という商店街の拠点施設を建設。しかし、ハード面

の変化だけでは町の賑わいは取り戻すことは容易ではないため、この２商店街を中心に、観光（五城目

朝市、一日市盆踊り、願人踊り、日本国花苑など）と商店街の活性化を連携させ、イベントを実施する。

中心商店街を構成している小規模事業者に加え、商店街に立地しない小規模事業者にも参加を促し、商

品・サービスのＰＲの場を提供し、販路開拓・拡大を目指すと共に、にぎわいを創出することで交流人

口の増加、消費喚起を促す。 

また、本会青年部や女性部を中心に、地区内の２つの商店街、「八郎潟町若者イベント実行委員会プ

ロジェクト８※」、「五城目朝市振興委員会※」、五城目町ポイントカード会、八郎潟町ポイントカー

ド会などと連携し、観光と商店街活性化を結びつけ、地域を持続させるため協議する会議を設ける。 

 併せて、単独にて五城目朝市商店街では五城目町朝市振興委員会と連携したイベントの開催、八郎潟

一日市商店街では八郎潟町若者イベント実行委員会プロジェクト８や行政内委員会（盆踊り実行委員会

など）と連携したイベントの協力を行う。 
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上述の各イベントの開催（共催、協力含む）頻度は延べ年１０回程度とする。 

 

※「八郎潟町若者イベント実行委員会プロジェクト８」：八郎潟町を盛り上げるため、イベント等地

域活性化に向けた様々な活動を行っている有志の若者を中心とした団体。平成２３年に活動を開始。 

 

※「五城目町朝市振興委員会」：朝市発祥以来５２０年、朝市が五城目の顔となり、町活性化の根源

となるよう定市場組合、商店会、消費者等の相互の理解と協力のもと、より一層の振興を図ることを目

的に平成８年に設立された団体。 
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（別表２） 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和４年４月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 ・氏 名：澤石百合子 

 ・連絡先：湖東３町商工会 TEL: 018-852-3460 
 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

  経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しを検討する際の必要な情報の提供を行う。 
 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 湖東３町商工会    〒018-1725 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目 1-3-1 

 TEL:018-852-3460 FAX:018-852-3495  E-mail: kotou3@skr-akita.or.jp 

  

②関係市町村 

五城目町 商工振興課 〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目 1-1-1 

TEL:018-852-5222  FAX:018-852-5369  E-mail:syoko@town.gojome.lg.jp 

八郎潟町 産業課   〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道 80 

 TEL:018-875-5803  FAX:018-852-5950 E-mail: sangyou＠town.hachirogata.lg.jp 

井川町  産業課   〒018-1692 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口 78-1 

 TEL:018-874-4418  FAX:018-874-2600  E-mail: sangyou＠town.akita-ikawa.lg.jp 

本所・管理センター

事務局長  １名 １名 １名 １名

経営支援員 １名 ２名 １名 １名

２名 １名 １名

１名

※本所は五城目事務所兼ねる

副事務局長

経営指導員

経営支援員

嘱託職員  

五城目町

商工振興課

八郎潟町

産業課

井川町

産業課

（法定経営指導員）

経営支援員

嘱託職員  

経営支援員

嘱託職員

事 務 局 長

副事務局長（法定経営指導員）

五城目事務所 八郎潟事務所 井川事務所

経営指導員 経営指導員
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

必要な資金の額 ３，６００ ３，０００ ３，０００ ３，０００ ３，０００ 

 

3-1 地域経済動向調

査 
９００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

 
①経営実態調査

の実施 
９００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

 

3-2 需要動向調査 ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ 

 
①需要動向調査

の実施 
６００ ６００ ６００ ６００ ６００ 

 

5 事業計画の策定 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ 

 
①事業計画策定 

セミナー開催 
４００ ４００ ４００ ４００ ４００ 

 

7 需要・販路開拓  １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ 

 

① 展 示 会 等 実

施・出展費 

②WEB 商談販路開

拓支援 

③販路拡大セミ

ナーの開催 

６００ 

 

１００ 

 

７００ 

６００ 

 

１００ 

 

７００ 

６００ 

 

１００ 

 

７００ 

６００ 

 

１００ 

 

７００ 

６００ 

 

１００ 

 

７００ 

 

8 事業の評価及び見

直しをするための仕

組み 

１００ １００ １００ １００ １００ 

 
①事業評価委員

会の開催 
１００ １００ １００ １００ １００ 

 

11 地域経済の活性化 

に資する取組 
２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

 ①ふるさと納税 

活用セミナー 
２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

１． 当商工会自主財源（会費、セミナー参加費等）・国補助金・県補助金・町補助金等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

連携者なし 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


